
 

令和８年度税制改正に関する要望 

 

 

 自動車関係諸税に係る地方税収の確保 

道路・橋梁等の更新・老朽化対策や防災・減災事業が確実に実施で
きるよう、社会インフラ財源の確保は極めて重要である。自動車関係
諸税のあり方について中長期的な視点に立って検討を行う場合には、
地方税収の安定的な確保を前提とすること。その際、地方の生活の足
となっている自動車の利用実態を考慮すること。 
また、いわゆる「ガソリンの暫定税率」等を廃止する場合は、地方

への影響等を十分に考慮し、代替となる安定的な恒久財源を確実に確
保すること。に係る固定資産税については、現行制度を堅持すること。 
 

個人住民税の充実確保等 

(1)  個人住民税のあり方の検討に当たっては、この税が、地域住民
サービスを支える基幹税として重要な役割を担っていることか
ら、充実強化を図ることを基本とすること。その際、地域社会の
費用負担を住民の能力に応じ広く分任する性格など、その性格や
仕組みを踏まえること。 
また、個人住民税の役割や性格を踏まえつつ、課税ベースの縮

小につながるような新たな税額控除の導入や政策誘導的な控除の
拡大は行わないこと。 

(2)  個人住民税の基礎控除等の更なる見直しを行う場合には、「地
域社会の会費」的な性格を踏まえるとともに、地方税財源への影
響を勘案し、町村の財政運営に支障が生じないよう、必要な安定
財源を確保すること。 

(3)  道府県民税利子割の税収帰属の適正化のための抜本的な方策の
検討に当たっては、税収の一定割合は市町村へ交付され、町村の
貴個人住民税の在り方の検討に当たっては、この税が、地域住民
サービスを支える基幹税として重要な役割を担っていることか
ら、充実強化を図ることを基本とすること。その際、地域社会の
費用負担を住民の能力に応じ広く分任する性格など、その性格や
仕組みを踏まえること。 


